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【医療 DX 推進体制整備に関する事項】 

当ステーションは、質の高い訪問看護を提供するため、以下の医療 DX 推進体制を整備しております。 

 

1. オンライン請求の実施：診療報酬の請求をオンラインにて行っております。 

 

2. オンライン資格確認の活用：看護師等が訪問先でマイナ保険証を利用したオンライン資格確認を行

い、取得した薬剤情報や特定健診情報等を活用して、安全かつ適切な看護を提供します。 

 

3. 情報の適切な管理：取得した診療情報は、個人情報保護法に基づき厳重に管理し、サービス提供に必

要な範囲内でのみ利用します。 

 

4. マイナ保険証の利用促進：国が推進する医療 DX を通じ、より質の高い地域医療の実現に取り組んでい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


